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１．国立大学法人会計のしくみ

国立大学法人は、その業務の実施に関して負託された経済資源に関する財務情報
を負託主体である国民に対して開示する責任を負うものであり、また、国立大学法
人が作成する財務報告は、その利用者である国民その他の利害関係者に対して利用
目的に適合した有用な内容を提供するものでなければならないことに鑑み、企業会
計原則に国立大学法人の特性に基づき修正された会計基準（国立大学法人会計基
準）を適用しております。

（２）国立大学法人会計と企業会計の違い

（１）国立大学法人会計について

主目的 財務状態及び運営状況の開示

利害関係者 国民、債権者（債主）、文部科学省 等

記帳形式 複式簿記

認識基準 発生主義

決算書類 財務諸表（貸借対照表、損益計算書 等）

■国立大学法人会計
主たる業務内容が教育・研究であり、公共的な性格を有し、利益を目的としてい

ないため、独立採算を前提としておらず、国等からの財源措置を受けております。
→国等から財源の措置を受けているかに応じて、会計処理が異なっております。

■企業会計
営利を目的としており、独立採算制です。

（３）中期計画

国立大学法人は、平成１６年度以降、法人化に伴い文部科学大臣が定める6年間
ごとの中期目標を達成するために中期計画を作成し、事業評価を受けることとなっ
ております。

２



２．国立大学法人特有の会計処理

国立大学法人は利益の獲得を目的としておりませんが、経費節減や、自己収入増
加などの経営努力により利益を計上することが可能となっております。

（１）収益の認識について

令和４年度までは実現主義で適用されますが、会計基準改訂に伴い、令和５年度
から収入の一部を「収益認識の５ステップ」をもって収益を認識することとなりま
す。

実現主義
（令和４年度まで）

① 財・サービスの提供

② 対価としての現金等物価の受領

収益認識の５ステップ
（令和５年度以降）

Step1 契約の識別

Step2 履行義務の認識

Step3 取引価格を算定

Step4 取引価格の履行義務への配分

Step5 履行義務を充足による収益の認識

国から措置された運営費交付金や学生から徴収した授業料等は、負託者（国や学
生）から業務を実施する義務を負ったとみなし、一旦負債（債務）に計上され、そ
の後、業務の実施により義務が履行されたものとみなし、負債から収益に振り替え
る会計処理（収益化）を行います。なお、その他の収入（物品売払収入等）につい
ては、企業会計と同様、負債を経由せずに収益を認識します。

（２）収益化について

２－１収益

３

収入

運営費交付金 教育・研究活動

授業料 収入 等の実施

受託研究等 教育・研究活動等を

寄附金 行う義務の発生 収益化

収益
負債（債務）

物品売払 収益



２．国立大学法人特有の会計処理

（３）収益化基準について

獲得した財源（収入）を次の３つの収益化基準に応じて、収益化を行います。

①期間進行基準
【対象財源】授業料、運営費交付金

時間の経過により義務となる業務が実施されたものとみなし、全額収益化を行い
ます。費用の節減により利益が発生することがあります。

②業務達成基準
【対象財源】運営費交付金（一部）

業務の達成度に応じて収益化を行います。

③費用進行基準
【対象財源】受託研究、寄附金、施設費、運営費交付金（一部）等

発生した費用により義務となる業務が実施されたものとみなし、費用と同額分
収益化を行います。

現金 授業料債務 授業料収益

100 100 利益 100
20

1年

貸借対照表

期
間
経
過

損益計算書

教育経費
80

収益化

４

研究経費 運営費交付金収益
現金 運営費交付金債務

60 60
100 100 研究経費 運営費交付金収益

40 40
60%達成 40%達成

貸借対照表 損益計算書

業
務
実
施

損益計算書

業
務
実
施

収益化

現金 前受受託研究費 研究経費 受託研究収益

100 100 80 80
研究経費20 受託研究収益20

80執行 20執行

貸借対照表 損益計算書 損益計算書

費
用
計
上

費
用
計
上

収益化



２．国立大学法人特有の会計処理

（１）支出財源（運営費交付金・授業料・寄附金・附属病院収入等）

企業会計と同様に資産取得時に資産を計上し、減価償却時は減価償却の費用を計
上するため、減価償却費に見合う収益がない場合は、損失が生じる要因となります。

２－２固定資産取得

購入年度に全額収益を行うため２年目以降は費用（減価償却費）分が赤字要因となり、単
年度単位では、損益は均衡しない。
→令和４年度会計基準の改訂により、授業料、運営費交付金及び寄附金に係る処理も同様と
なった。

例）4年償却 1年目（期末） 2年目

工具器具備品 工具器具備品
現金 授業料債務 工具器具備品 150 100
200 200 200 減価償却累計額

減価償却累計額50 100

現金 授業料債務
▲200 ▲200

減価償却費50 減価償却費50
授業料収益

200

貸借対照表 貸借対照表 貸借対照表 貸借対照表

損益計算書 損益計算書

授業料収入 資産取得(4月) 減価償却 減価償却

利益150 損失50

収益化

５

損益影響推移

50
工具用器具備品 50

50
200 150 100 50 50

4年目

利益 - 150 ▲ 50 ▲ 50 ▲ 50

0
0

- 50 50 50 50
- 200 0 0

費用

期末 2年目 3年目
期末簿価

収益
200 150 100 50

購入時



２．国立大学法人特有の会計処理

資産取得時に資産を計上するとともに、受入時に計上した負債（預かり補助金）
を取り崩し、長期繰延補助金等という負債に振り替えます。減価償却時は、減価償
却の費用と同額の長期繰延補助金等を取り崩し、補助金等収益に振り替えるため、
費用と収益が均衡します。

（２）支出財源（補助金）

費用（減価償却費）発生時に負債（長期繰延補助金等）を収益化するため単年度単位で、
損益は均衡する。

例）4年償却 1年目（期末） 2年目

工具器具備品 長期繰延
補助金等

工具器具備品 長期繰延
補助金等

現金 預り補助金等 工具器具備品
長期繰延
補助金等 150 150 100 100

200 200 200 200 長期繰延補助
金等▲50

減価償却累計額
50

長期繰延補助
金等▲50

現金 預り補助金等

▲200 ▲200

減価償却費50 補助金等収益
50

減価償却費50 補助金等収益
50

減価償却累計額
100

損益均衡 損益均衡

損益計算書損益計算書

貸借対照表 貸借対照表 貸借対照表 貸借対照表
補助金収入 資産取得(4月) 減価償却 減価償却

負債振替

収益化 収益化

６

損益影響推移

50
工具用器具備品 50

50
200 150 100 50 50

50
利益 - 0 0 0 0
費用 - 50 50 50

0
収益 - 50 50 50 50

期末簿価 200 150 100 50
購入時 期末 2年目 3年目 4年目



（３）支出財源（運営費交付金・授業料・寄附金）令和４年度

２．国立大学法人特有の会計処理

なお、令和３年度までは運営費交付金、授業料、寄附金は、補助金と同様に負債
（資産見返負債）を計上しておりましたが、会計基準改訂に伴い、資産見返負債勘
定の令和３年度期末残高を令和４年度に全額収益化（資産見返戻入（臨時収益））
をしております。

７

損益影響推移

50
工具用器具備品 50

50
200 150 収益化 100 50 50

R4期首 R4計

50
利益 - 0 ▲ 50 ▲ 50 ▲ 50150

50
100

費用 - 50 50 50

0
収益 - 50 0 0 0150

- -
150

期末簿価 200 150 100 50
購入時 R3期末 R4期末 R5 R6

例）4年償却

工具器具備品
資産見返運営
費交付金債務

資産見返運営
費交付金債務

現金
運営費交付金

債務 工具器具備品
資産見返運営
費交付金債務 150 150 ▲150

200 200 200 200
減価償却累計額

50
資産見返運営費
交付金債務▲50

現金
運営費交付金

債務
▲200 ▲200

減価償却費50 資産見返運営費
交付金戻入50

資産見返運営費
交付金戻入
臨時収益
150

令和３年度末 令和４年度期首
運営費交付金収入 資産取得(4月) 減価償却 減価償却

臨時利益150

令和３年度

貸借対照表 貸借対照表 貸借対照表

損益計算書 損益計算書

損益均衡

貸借対照表

収益化 収益化

負債振替



２．国立大学法人特有の会計処理

（４）支出財源（施設費・目的積立金）

資産取得時に資産を計上するとともに、受入時に計上した負債を取り崩し、純資
産（資本剰余金）に振り替えます。減価償却時は、損益上の費用と認識せず、純資
産（資本剰余金）を減額する会計処理を行っております。

施設費等は、施設等の更新が必要な時に国の直接的な関与（国の判断で責
任をもって措置）を受けるものであるため、費用として認識しない。

また、「国立大学法人法施行規則第 14 条に係る文部科学大臣の指定につ
いて（補足）」により、用途が診療のものを除く。

損益計算書

損益計算書に計上しない

例）4年償却 1年目(期末）

工具器具備品 資本剰余金

現金 預り施設費 工具器具備品 資本剰余金 150 150

200 200 200 200

減価償却累計額
50

減価償却相当
累計額▲50

現金 預かり施設費

▲200 ▲200

貸借対照表 貸借対照表 貸借対照表
施設費受入 資産取得(4月) 減価償却

負債→純資産へ振替

８

損益影響推移

50
工具用器具備品 50

50
200 150 100 50 50

0資本剰余金 200 150 100 50

-
利益 - - - - -
費用 - - - -

0
収益 - - - - -

期末簿価 200 150 100 50
購入時 期末 2年目 3年目 4年目



２．国立大学法人特有の会計処理

（５）支出財源(受託研究・共同研究・受託事業)

資産取得時に資産を計上するとともに、減価償却時は、減価償却の費用と同額の
受入時に計上した負債を取り崩し、受託研究収益等に振り替えるため、費用と収益
が均衡します。

原則、減価償却期間（法的耐
用年数）を受託研究期間と同
一なため損益均衡する。

受託研究費200資産取得
受託研究期間：２年
減価償却期間：２年（受託研究期間）

９

例）2年償却 1年目（期末） 2年目

工具器具備品 前受受託研究費

現金 前受受託研究費 工具器具備品 100 100

200 200 200

現金

▲200

減価償却費 受託研究収益 減価償却費 受託研究収益

100 100 100 100

損益計算書 損益計算書

前受受託研究費
▲100

前受受託研究費
▲100

減価償却累計額
100

減価償却累計額
200

損益均衡

受託研究収入 資産取得(4月) 減価償却 減価償却
貸借対照表 貸借対照表 貸借対照表 貸借対照表

損益均衡

収益化 収益化

損益影響推移

工具用器具備品

200 100

利益 - 0 0
費用 - 100 100
収益 - 100 100

期末簿価 200 100 0
購入時 期末 2年目

100

100



２．国立大学法人特有の会計処理

（６）支出財源(受託研究・共同研究・受託事業)令和５年度から

資産取得時に資産を計上するとともに、減価償却時は、減価償却の費用と同額の
受入時に計上した負債を取り崩し、受託研究収益等に振り替えます。令和５年度か
らは、計上資産が、当該研究（事業）の終了後に他の目的に使用することが困難な
場合を除き、資産ごとの法定耐用年数を採用することから、法的耐用年数よりも資
産計上後の研究（事業）期間が短い場合は、研究（事業）終了後に残りの負債を受
託研究収益等に振り替えます。

令和5年度から受
託研究財源で取得
した資産は原則 法
定耐用年数処理と
なり、研究期間に
応じて損益は均衡
しない。

受託研究費200資産取得
受託研究期間：２年
減価償却期間：4年（法的耐用年数）

例）4年償却 1年目（期末） 2年目 ３年目

工具器具備品 前受受託研究費 工具器具備品 工具器具備品50

現金 前受受託研究費 工具器具備品 150 150 100

200 200 200 減価償却累計額
減価償却累計額

50
前受受託研究費

▲50 150

現金

▲200

減価償却費50 受託研究収益
50 減価償却費50 減価償却費50

受託研究収益
150

減価償却累計額
100

損益均衡

利益100
損失50

前受受託研究費
▲150

損益計算書 損益計算書 損益計算書

減価償却
貸借対照表 貸借対照表 貸借対照表 貸借対照表 貸借対照表
受託研究収入 資産取得(4月) 減価償却 減価償却

収益化
収益化

10

損益影響推移 50
工具用器具備品 50

50
200 150 100 50 50

50
利益 - 0 100 ▲ 50 ▲ 50
費用 - 50 50 50

0
収益 - 50 150 0 0

期末簿価 200 150 100 50
購入時 期末 2年目 3年目 4年目



２．国立大学法人特有の会計処理

（1）帳簿上の利益・損失
運営費交付金、授業料、附属病院収入により資産を取得した場合は、「2-2．

（１）支出財源（運営費交付金・授業料・寄附金・附属病院収入等）」で示すとお
り現金の裏付けがない帳簿上の利益や損失が発生します。

（３）借入金償還に伴う利益・損失
借入金により資産を取得した場合は、毎年病院収入（収益）から返済に充てられ

ています。一方で減価償却も発生しており、返済期間と減価償却期間が異なる場合
に現金の裏付けがない帳簿上の利益や損失が発生します。

借入金1200で資産取得
返済期間：30年（毎年40返済）減価償却期間：40年（毎年30償却）

２－３現金の裏付けのない帳簿上の利益

現金 長期借入金
1200 1200

現金▲40 長期借入金▲40

減価償却費30 病院収益40 減価償却費30
損益計算書 損益計算書

利益10 損失30

借入 償還・減価償却（1〜30年） 減価償却（31〜40年）

貸借対照表 貸借対照表 貸借対照表

（２）帳簿上の利益・損失（受託研究等）（令和５年度より）
受託研究、共同研究、受託事業により資産を取得した場合は、「2-2．（6）支出

財源（受託研究・共同研究・受託事業）」で示すとおり現金の裏付けがない帳簿上
の利益や損失が発生します。

借入償還分（現金）は、附
属病院収益に連動するもの
である。
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損益影響推移

▲ 30

購入時 期末 2〜30年目 31〜40年目
260〜0

30費用 - 30 30
利益 - 10 10

期末簿価 1,200 1,160 1120〜300
収益 - 40 40



２．国立大学法人特有の会計処理

（１）利益の処分

当期総利益から前期繰越欠損金を差し引いた未処分利益のうち経費の節減や自己
収入増加により発生した利益は、文部科学大臣から「経営努力により発生した利
益」として認められた場合は、目的積立金として中期計画に従って使用することが
できます。その他利益は、積立金に計上され、翌年度以降の会計処理上の損失補填
のみに使用されます。

（２）損失の処理

損益上の当期損失が発生した場合、積立金（不足する場合は前中期目標期間繰越
積立金）を取り崩し補填処理を行います。なお、取り崩し処理を行っても補填され
ない場合は、次期繰越欠損金として処理します。

（３）中期目標期間（6年間）の最終年度の利益の処分

中期目標期間の最終年度では、最終事業年度の未処分利益、目的積立金、積立金、
前中期目標期間繰越積立金をすべて積立金として整理します。文部科学大臣から認
められた場合に限り次期中期目標期間繰越積立金として計上し、その他は国庫納付
を行います。

２－４利益の処分

未
処
分
利
益

文部科学大臣による承認
（現金の裏付けのある利益）
経営努力で発生した利益

（現金の裏付けのない利益）
帳簿上の利益

中期計画で定めた余剰金の使途に従い使用
目的積立金

会計処理上の損失補填のみに使用
積立金

経営努力認定

12

積立金50 当期総損失
100

前中期目標期間 前中期目標期間
繰越積立金 繰越積立金

200 150

未処分利益 国庫納付50
100

目的積立金50 積立金 次期中期目標期間

450 繰越積立金
前中期目標期間 400
繰越積立金

200
積立金

100

文部科学大臣による承認400

国庫納付50



３．国立大学法人の財務諸表等

国立大学法人は、「１（１）国立大学法人会計について」で示した決算書類を作成し、事業年
度終了後３か月以内に文部科学大臣へ提出し、承認を得ることとなっております。なお、国立大
学法人等業務実施コスト計算書は令和４年度から廃止となっております。

①貸借対照表
財務状況を明らかにするために、期末日におけるすべての資産、負債及び純資産を記
載し、財政状態を報告するものです

②損益計算書
一事業年度の運営状況を明らかにするために、発生した費用と収益を記載し、運営状
況を報告するものです。

③純資産変動計算書
貸借対照表の純資産の部に計上されている各項目が、一事業年度でどのように変動し
たかを表すものです。

④キャッシュ・
フロー計算書

一事業年度の現金の調達や運用状況を業務活動、投資活動、財務活動に区分し、現金
の流れ状況を報告するものです。

⑤利益の処分(損失の
処理)に関する書類

当期に発生した利益（損失）を翌事業年度にどのように処分するかを示したものです。

⑥決算報告書
予算（財源）の区分による管理を示し、年度計画予算と対比して執行状況を報告する
ものです。

⑦附属明細書 貸借対照表等の内容を補足するために開示にするものです。

（１）財務諸表等の全体構成

13

④ ① ②

支出 資産

（内数） 臨時損失

期末残高 現金・預金 臨時利益
（定期除） （内数）

⑦

⑥ ⑤ ③

決算額
利益処分額

収入 期末残高
（内訳）
目的積立金

収支差 積立金

（内訳） 変動額

※ 令和４年度より国立大学法人等業務実施コスト計算書が廃止になりました。
※ 令和４年度より会計期間内の純資産の流れを示す純資産変動計算書が追加になりました。

【国の会計制度に準拠】 【未処理利益の処分内容】
純資産変動計算書

【一事業年度内の純資産の流れ】

支出 期首残高

附属明細書
当期未処分利益

経常収益

繰越積立金取崩等

純資産

負債 経常費用

当期総利益

収入

余剰金

【貸借対照表・損益計算書の補足書類】

決算報告書 利益の処分に関する書類

外部資金収支差

翌年度繰越等
目的積立金申請

損益計算書
【一事業年度内の資金の流れ】 【期末時点の財政状態】 【一事業年度の運営状況】

期首残高

キャッシュ・フロー計算書 貸借対照表



３．国立大学法人の財務諸表等

（２）財務諸表
①貸借対照表（Balance Sheet）

決算日における法人の財政状態を明らかにしています。
なお、国立大学法人の主要な財産が建物、土地等の固定資産から構成されているた
め、固定資産→流動資産の順番で配列されております。（固定制配列法）

純資産

貸借対照表

資産 負債

14

科目説明 科目説明

1年以内に現金化できないもの

土地の取得価額 ・・・ 土地 長期繰延補助金 ・・・

損益均衡のために設定された

国立大学法人会計特有の勘定

科目　2-2（2）参照

研究棟・図書館・病院等の建

築物
・・・ 建物 長期借入金 ・・・

附属病院の施設設備整備のた

めの借入金

建物及び附属設備以外の建造

物等（門、柵、ライフライン

設備等）

・・・ 構築物 長期リース債務 ・・・
支払までの期間が1年以上の

リース債務

機械装置・耐用年数1年以上

で1組の取得価格が50万円

以上の工具器具備品

・・・ 機械装置・工具器具備品 その他の固定資産 ・・・上記を以外の固定負債

流動負債

運営費交付金債務 ・・・
運営費交付金の未使用・返還

相当額　2-1（３）参照

船舶 ・・・ 船舶 寄附金債務 ・・・寄附金の未使用相当額

建設中の建物に係る設計・建

設資材費等
・・・ 建設仮勘定

一年以内返済予定

長期借入金
・・・

長期借入金のうち返済までの

期間が期末日翌日から起算し

て1年以内の借入金

長期保有目的の有価証券 ・・・ 投資有価証券 未払金 ・・・
支払までの期間が1年以内の未

払金

特許権・ソフトウェア等 ・・・ 無形固定資産 リース債務 ・・・
支払までの期間が1年以内の

リース債務

上記以外の固定資産 ・・・ その他の固定資産 その他の流動負債 ・・・上記以外の流動負債

1年以内に現金化できるもの 流動資産 純資産の部

未収学生納付金収入（入学

料・授業料）、未収附属病院

収入等

・・・ 未収入金 ・・・
施設費や目的積立金などで取

得した固定資産の相当額

一時所有の有価証券 ・・・ 有価証券

主に附属病院が保有する医薬

品、診療材料
・・・ 医薬品及び診療材料

上記以外の流動資産 ・・・ その他の流動資産 ・・・
当年度の利益

2-４（１）参照

=

資本剰余金

利益剰余金

 前中期目標期間繰越積立金

 教育研究環境整備積立金

 積立金

・・・

2-4参照
 前中期以前の帳簿上の利益（現金の裏付

けのない利益）

 目的積立金相当（現金の裏付けのある利

益）

 当中期の帳簿上の利益（現金の裏付けのな

い利益）

教育・研究の基礎となる附属

図書館で管理する図書
・・・ 図書

現金、預金 現金及び預金

支払期限が1年以上のもの

・・・

貸借対照表

お

金

が

何

に

使

わ

れ

て

い

る

か

資産の部 負債の部

お

金

を

ど

こ

か

ら

調

達

し

て

き

た

か

固定資産 固定負債

合計 合計

当期未処分利益

資本金

（政府出資金）
・・・

支払期限が1年以内のもの

国から現物出資された土地・

建物など



３．国立大学法人の財務諸表等

②損益計算書（Profit and Loss statement）

一事業年度における国立大学法人の運営状況を明らかにしていま
す。なお、国立大学法人の損益計算書の様式は、業務運営に係る費
用をどの財源で賄ったかを示すことが重要であるため、経常費用→
経常収益の順に記載することとなっております。 目的積立金取

崩額

損益計算書

経常費用 経常収益

臨時損失 臨時利益
当期純利益

科目説明 科目説明

以下の各経費の総称

学生等に対して行われる教育

に要する費用
・・・ 教育経費 ・・・

運営費交付金債務のうち当期

の収益として認識した相当額
2-1（3）参照

研究に要する費用（科学研究

費補助金は含まない）
・・・ 研究経費 学生納付金収益 ・・・

授業料収益、入学金収益、検

定料収益

附属病院における診療報酬の

獲得が予定される行為に要す
る費用

・・・ 診療経費 附属病院収益 ・・・
附属病院における診療にかか
る収益

附属図書館など大学全体の教

育及び研究の双方を支援する

組織運営に要する費用

教育研究支援経費 受託研究等収益
受託研究、共同研究、受託事

業の実施により生じた収益

受託研究、共同研究、受託事

業の実施に要する費用
・・・ 受託研究費等 寄附金収益 ・・・

寄附金により実施した事業に

より生じた収益

役員及び教職員の給与、賞

与、諸手当、退職給付等の費
用

・・・ 人件費 補助金等収益 ・・・
補助金等により実施した事業
に生じた費用に見合う収益

管理その他の業務の実施に要

する費用
・・・ 一般管理費 施設費収益 ・・・

施設費により実施した事業に

に生じた費用に見合う収益

支払利息、為替差損などの費
用

・・・ 財務費用 財務収益 ・・・
受取利息、為替差益などの収
益

上記に含まれない費用で金額
的重要性の乏しいもの

・・・ 雑益 ・・・上記に含まれない収益

経常的に発生する費用以外の

損失（固定資産除却損、災害

損失など）

・・・ 臨時損失

・・・
事業実施に伴う目的積立金取

崩額

=

当期純利益に目的積立金取崩
額を加えた額（貸借対照表の

当期未処分利益と同額）

・・・ 当期総利益（損益） 目的積立金取崩額・前中期目

標期間繰越積立金取崩額

損益計算書

業

務

運

営

に

要

し

た

費

用

経常費用 経常収益

業

務

運

営

に

係

る

費

用

を

賄
っ

た

財

源

業務費

運営費交付金収益

経常的に発生する収益以外の

利益（固定資産売却益など）

雑損

合計 合計

臨時利益 ・・・
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うち

当期

総利

益(又

は当

期総

損失)

Ⅰ　資本金の当期変動額

出資金の受入

土地の譲渡に伴う大学改革支援・学位授与機構への納付に

よる減資

Ⅱ　資本剰余金の当期変動額

固定資産の取得

固定資産の除売却

減価償却

固定資産の減損

時の経過による資産除去債務の増加

資産除去債務の履行に伴う取り崩し

土地の譲渡に伴う大学改革支援・学位授与機構への納付等

有価証券に係る確定損益

有価証券に係る評価損益

出えん金の受入

・・・

その他の資本剰余金の当期変動額（純額）

Ⅲ　利益剰余金（又は繰越欠損金）の当期変動額

（１）　利益の処分又は損失の処理

　　　　前中期目標期間からの繰越し

　　　　利益処分による積立

　　　　利益処分（又は損失処理）による取り崩し

　　　　国庫納付金の納付

　　　　・・・

（２）　その他

　　　　当期純利益（又は当期純損失）

　　　　前中期目標期間繰越積立金取崩額

　　　　目的積立金取崩額

　　　　・・・

　　　　その他の利益剰余金の当期変動額（純額）

Ⅳ　評価・換算差額等の当期変動額（純額）

当期変動額合計

当期末残高

当
期
変
動
に
関
す
る
内
訳

利息

費用

相当

累計

額

(－)

純 資 産 変 動 計 算 書
（〇〇年４月１日～〇〇年３月31日）

Ⅰ資本金 Ⅱ資本剰余金
Ⅲ利益剰余金

(又は繰越欠損金)
Ⅳ評価・換
算差額等

純資
産

合計政府

出資

金

資本

金

合計

貸借対照表　純資産の部を横にしたもの

当期変動額

当期

未処

分利

益(又

は当

期未

処理

損失)

利益

剰余

金(又

は繰

越欠

損金)

合計

その他

有価証

券評価

差額金

評価・

換算差

額等合

計

当期首残高

除売

却差

額相

当累

計額

(－)

民間

出え

ん金

資本

剰余

金

合計

前中

期目

標期

間繰

越積

立金

教育

研究

環境

整備

積立

金

積立

金

資本

剰余

金

減価

償却

相当

累計

額

(－)

減損

損失

相当

累計

額

(－)

３．国立大学法人の財務諸表等
-③純資産変動計算書

貸借対照表の純資産の部に計上されている各項目が、一事業年度でどのように変
動したかを表すものです。
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期首 期末

純資産

貸借対照表

資産
負債

「純資産の部」の
変動に関する各種取引

期首 期末

費用 収益

損益計算書 費用
収益

当期総利益

損益計算書

貸借対照表

負債

純資産

資産

「純資産の部」の
変動に関する各種取引

「純資産の部」の
変動に関する内訳



３．国立大学法人の財務諸表等
-④キャッシュ・フロー計算書（Cash Flow Statement）

【参考】キャッシュ・フローの判定表

一事業年度の資金（キャッシュ）の流れ（フロー）を「業務活動」「投資活動」
「財務活動」の３つの区分に分けて記載し、報告するものです。

科目説明

運営費交付金収入

学生納付金収入

附属病院収入

その他の業務収入

国庫納付金の支払額

有価証券の取得及び定期預金の預入による支出

有価証券の償還及び定期預金の払戻による収入

固定資産の取得による支出

固定資産の売却による収入

大学改革支援・学位授与機構への納付による支出

施設費による収入

利息及び配当金の受取額

Ⅳ　資金に係る換算差額 ・・・ 外貨建て資金を円換算した場合の差額

Ⅴ　資金増加額（又は減少額）【Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ】 ・・・ 当期の資金増減額

Ⅵ　資金期首残高

Ⅶ　資金期末残高【Ⅴ＋Ⅵ】

人件費支出

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

・・・

固定資産や有価証券の取得及び売却など、将来

の運営基盤を確立するための投資に係る資金の

動きを示しています。

科目

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

・・・

教育・研究及び診療等の実施による収入や支出
など、通常業務に係る資金の動きを示していま

す。

原材料、商品、サービスの購入等の業務支出

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

・・・

資金の調達及び返済などの資金の動きを示して

います。
長期借入金及び大学改革支援・学位授与機構債務負担金

の返済支出

長期借入による収入

リース債務の返済による支出

利息の支払額

国立大学法人の通常業務が順調であればプラス

になる

→通常業務の黒字部分により投資活動及び財務
活動を補う。

固定資産の更新を国からの支援以上に実施すれば

マイナスになる。

→自己資金（借入金を含む）による更新が行えて
いる。

借入よりも償還が大きければマイナスになる。

→建物の完成時期等により借入額が償還額より多

額になる可能性もある。

パターン Ⅰ業務活動 Ⅱ投資活動 Ⅲ財務活動 備考

A ＋ ＋ ＋ △
本業は好調であるが、保有資産の売却や借入金
により資金が無駄になっている

施設費等の入金のタイミ
ングにより起こり得る

B ＋ ＋ － 〇
本業は好調であり、設備投資を控え、借入金を
返済している

C ＋ － ＋ 〇
本業は好調であり、借入金により積極的に設備
投資している成長企業

D ＋ － － ◎
本業は好調であり、借入金を返済しつつ設備投
資も行っている優良企業

E － ＋ ＋ △
本業が不調であり、保有資産の売却や借入金で
補填している自転車操業の企業

F － ＋ － △
本業が不調であり、保有資産を売却して借入金
の返済に充てている苦しい企業

G － － ＋ ×
本業は不調だが、借入金により設備投資を行っ
て再建中の企業

H － － － ×
過去に得たキャッシュに依存している倒産の危
険がある企業

民間企業の場合の判定

国立大学法人で通常想定
されているパターン

国立大学法人の場合、附
属病院の経営が悪化する
とこれらのパターンにな
り得る
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３．国立大学法人の財務諸表等
-
⑤利益の処分（損失の処理）に関する書類

⑥決算報告書
国等からの措置に応じた財源（予算）別に管理し、当初予算（予算額）と比較し

て報告しております。予算管理は、基本的には現金主義ですが、期末時点では納品
済で未払の状態であっても支出として整理する等一部異なります。

運営費交付金事業（運営費交付金、自己収入、引当金取崩、目
的積立金取崩）の収支差のうち繰越、引当金、国庫納付等を差
し引いた額が目的積立金対象額となります。

「２－４利益の処分」で紹介したとおり、当期に発生した利益（損失）を翌事業
年度にどのように処分するかを示したものとなっております。

前中期目標期間繰越積立金：前中期期間以前の積立金累計額
教育研究環境整備積立金：目的積立金
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３．国立大学法人の財務諸表等

貸借対照表及び損益計算書等の内容を補足するために次の事項を明らかにした附
属明細書を作成しております。

⑦附属明細書

１ 固定資産の取得及び処分、減価償却費並びに減損損失の明細

２ たな卸資産の明細

３ 無償使用国有財産等の明細

４ PFIの明細

５ 有価証券の明細

６ 引当特定資産の明細

７ 出資金の明細

８ 長期貸付金の明細

９ 長期借入金の明細

10 国立大学法人等債の明細

11 引当金の明細

12 資産除去債務の明細

13 保証債務の明細

14 目的積立金の取崩しの明細

15 業務費及び一般管理費の明細

16 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

17 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

18 役員及び教職員の給与の明細

19 開示すべきセグメント情報

20 寄附金債務の明細及び寄附金の受入額の明細

21 受託研究の明細

22 共同研究の明細

23 受託事業等の明細

24 科学研究費助成事業等の明細

25 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

26 関連公益法人等の明細
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３．国立大学法人の財務諸表等

令和4年度からセグメント詳細開示を行い、学部・学科単位での損益及び資産状
況を確認することができます。なお、法人共通セグメントには、事務局、図書館及
び各種センター等の計が計上されております。

⑦附属明細書19 開示すべきセグメント情報

運営費交付金収益計上方法について
学生納付金、雑益等の当該収益を獲得し

たセグメントに直接計上しますが、運営費
交付金収益は、配分した大学運営資金から、
学生納付金等直接計上した収益額を控除し
た差額を計上しております。

２０

受託研究等収益計上方法について
寄附金及び受託研究は、事務局分を除き

獲得したセグメントに計上しますが、間接
経費は本部と半々で計上しております。

大学運営資金（人件費や物件費等）より
も獲得収益（学生納付金等）が多い場合は、
運営費交付金収益がマイナスになりえます。

A学部 B学部 C学部

大学運営資
金（予算）

120 130 80

獲得収益 90 80 100

運営交付金
収益

30 70 △20

A学部 B学部 事務局

獲得額計 130 360 0

直接経費 100 300 0

間接経費 15 30 45

経常費用

経常収益

資産



◎令和 4年度以降

　経常費用　　

①資本剰余金を減額したコスト等に関する注記

当期総利益

減価償却相当額

減損損失相当額

利息費用相当額

除売却差額相当額

賞与引当増加相当額

退職給付引当増加相当額

小計

施設費収益相当額

その他

資本剰余金を減額したコスト等を含めた損益相当額

②科学研究費助成事業等に関する注記

当期受入額

当期支出額

損益計算書

経常費用

：

当期総利益

３．国立大学法人の財務諸表等
-
⑧国民の負担に帰せられるコストの注記

経常費用に損益計算書上に含まれない費用相当を加え、自己収入等を控除する等
を行うことで、大学の業務運営にかかる国民負担額を示したものとなっております。
令和４年度から「国立大学法人等業務実施コスト計算書」に代わり、コストの注記
を新設しております。

▼損益計算書の直下に注記

損益計算の情報と一元的に開示するため、資本剰余金を減額
したコスト等として損益計算書の直下に注記する。

・施設費、目的積立金等の国からの直接的な関与（国の判断
で責任をもって措置）を受けている財源で取得した資産に係
る減価償却費等。

・国から財源措置される賞与・退職金に係る引当金相当額。

国立大学法人等の全ての研究の金額的規模を適切
に開示するため、損益計算書に反映されていない
科学研究費助成事業等の収支を注記する。

損益計算書に含まれるコストか
ら自己収入等を控除して算出。

国等の資産利用に関して免除
や軽減が適用されたコスト。

▼【参考】令和3年度まで（国立大学法人等業務実施コスト計算書）

Ⅰ　業務費用

（１） 損益計算書上の費用

（２） （控除）自己収入等

Ⅱ　損益外減価償却相当額

Ⅲ　損益外減損損失相当額

Ⅳ　損益外利息費用相当額

Ⅴ　損益外除売却差額相当額

Ⅵ　引当外賞与増加見積額

Ⅶ　引当外退職給付増加見積額

Ⅷ　機会費用

Ⅸ　国立大学法人等業務実施コスト
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４．財務指標による分析

財務分析を行うことで、現状を的確に把握し、改善等に活用しております。

４－１健全性・安全性

安定・継続的に教育研究活動を実施できる財務構造であるかを示す指標です。

（１）流動比率【流動資産/流動負債】
１年以内に返済すべき債務に対し、１年以内に現金化が可能な資産がどの程度確

保されているかの支払能力を表す指標です。
→数値が高いほど健全であり、１００％未満であれば支払能力に不安があります。

教育研究活動に対し財源が確保され活用されているかを表す指標です。

４－２活動性

（１）業務費対教育（研究）経費比率【教育（研究）経費/業務費】
人件費及び科研費等の外部資金は含まない教育（研究）経費が

業務費に占める割合を表す指標です。
→数値が高いほど教育（研究）活動に要する
経費が高いといえます。

（２）学生（教員）当教育（研究）経費
【教育（研究）経費/学生（教員）数】

学生（教員）ひとりあたりの教育（研究）経費を表す指標です。（費用には、教
職員の人件費や一般管理費は含まれません。）
→数値が高いほど学生（教員）一人に多く費用をかけているため、良いとされてい
ます。

流動資産 流動負債 流動資産 流動負債
(現金・預金等) (未払金等) (現金・預金等) (未払金等)

支払えない可能性有

貸借対照表 貸借対照表

業務費
教育費
研究費

2２

（２）附属病院収入対長期借入金返済比率
【（長期借入金返済+大学改革支援・学位授与機構納付額）÷附属病院収入】
附属病院収入に対する借入金に伴う償還経費（元金のみ）の比率を表す指標です。

→数値が低いほど診療活動等に向けた財源が確保できているため、良い
とされています。



４．財務指標による分析

４－３発展性

運営費交付金や学生納付金以外の財源の獲得等が図られているかを表す指標です。

（１）外部資金比率
【(受託研究収益＋共同研究収益＋受託事業収益＋寄附金収益）÷経常収益】

外部資金収益が経常収益に占める割合を示す指標です。
→数値が高いほど外部資金の活動が高いといえます。

国立大学法人活動を実施する上で財源が効率的に運用されているかを表す指標です。

４－４効率性

（１）業務費対人件費比率【人件費/業務費】
人的側面からの効率性を表し、人件費が業務費に占める割合を表す指標です。

→数値が低いほど教育研究活動に向けた財源が確保されているとなるため、効率性
が高いといえます。

（２）業務費対一般管理費比率【一般管理費/業務費】
経費的側面からの効率性を表す指標です。

→数値が低いほど教育研究活動に向けた財源が確保されているとなるため、効率性
が高いといえます。
※大学の管理運営に係る費用比率であり、削減することが課題となっております。

経常収益
受託研究費
共同研究費

2３

（３）病床当附属病院収益【附属病院収益/病床数】
大学病院の規模に応じた診療活動の活性度を表す指標です。

→数値が高いほど効率的に病院の収益が確保されており、収益性が高いといえます。

（３）老朽化比率【減価償却累計額÷（取得価格-減損累計額）】
資産（建物・構築物/工具用器具備品費）の老朽化比率を表す指標です。

→数値が低いほど新しい資産が多いといえ、計画的に更新が進んでいると考えられ
るため良いとされています。



４．財務指標による分析

（２）診療経費率【診療経費/附属病院収益】
附属病院収益の人件費を含まない経費に見合う収益が確保されているかを表す指

標です。
→数値が低いほど費用対効果の面で収益性が高いといえます。

財務状況の現状を把握するために文部科学省において
公表されている「国立大学法人の財務分析上の分類」
により他大学との比較を行っております。本学は「医
科系学部その他の学部を持ち、学部数が概ね10以下の
総合大学（Gグループ）」に該当し、下記24大学で構
成されています。

【Gグループ】
弘前 秋田 山形 群馬 富山 金沢
福井 山梨 信州 三重 鳥取 島根
山口 徳島 香川 愛媛 高知 佐賀
長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 琉球

４－６他大学との相対比較

（３）附属病院資産回転率【（附属病院セグメント）経常収益/帰属資産】
附属病院の資産を使用してどの程度の活動をしているかを収入面で表す指標です。

→数値が高いほど資産を効率的に使用し収益を上げているとといえます。

グラフの見方（例）

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

指標A

鹿児島

大学

平均値

グループ

最大値

グループ

最小値

（この指標は数値が低い方が

望ましい項目で、本学は平均

値より下にあることから、本

学はグループ内で優れている

ことを表します）

2４

（１）経常利益比率【経常利益/経常収益】
利益獲得を目的としていませんが、事業の収益性を表す指標となります。

→収益に対する費用が小さいほど、数値が高くなり収益性が高いといえます。

４－５収益性

自己収入の経費に見合う収益が確保されているかを表す指標です。

経常費用 経常費用

経常収益 経常収益

経常利益率 高経常利益率 低

経常利益
経常利益
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